
浦安市規則第１８号

浦安市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則

浦安市印鑑条例施行規則（昭和52年規則第10号）の一部を次のように改正す

る。

第４条第３項中「、年金手帳」を削る。

附 則

この規則は、令和４年４月１日から施行する。


